
この「交付日」は、交付された日であり、保険請求には必要ありま

せんので、ご注意ください。

この「資格取得日」が重要になります。

●勤務先が変わってなければ、以前に患者登録されている

　　社保の資格取得日と同じ日になります。

●登録されている資格取得日とここの資格取得日が異な

　　る場合には、勤務先が変わっている可能性があります。

　　患者さんに再確認してください。

【家族（被扶養者）の場合】

●家族の場合には、「認定年月日」が記載されています。

「資格取得日」というのは、本人が資格を取得した日です。

家族の被保険者証には 「資格取得日」の項目がありません。

「認定日」が、この方のこの保険の資格取得日であるとして、

お取扱いください。

北陸　太郎

平成　９９年　９９月　９９日
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